
 

令和６年度第２回 

海老名市空家等対策協議会 次第 

 

 

日 時 令和７年 １月 16 日（木）  

       午前 10 時～          

場 所 全員協議会室         

 

 

１ 開 会 

 

 ２ 市長あいさつ 

 

 ３ 会長あいさつ 

 

４ 議 題 

   空家等の判定結果について 

   （特定空家等の認定に係る意見聴取） 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 

 

 

（配付資料） 

  参考資料１ 空家等対策協議会条例 

参考資料２ 空家等対策協議会名簿 

 

 ※現地調査の結果等の資料は当日配布・回収を予定しておりますので、 

   事前配布の資料は上記２点のみとなります。ご了承ください。 

令和６年 12 月 25 日 

理事者調整用資料 

まちづくり部 住宅まちづくり課 



法に基づく空家等への対応フロー図は以下のとおり

今回は特に対応が必要と考えられる３件の空家等に対し、現地調査及び判断基準による判定等を実施したところ
「特定空家等に相当する」という結果となったため、下図フロー図のとおり空家等対策協議会の意見を聴取したいもの

特定空家等相当として妥当である旨のご意見をいただけた場合には、
空家等対策協議会の意見を踏まえ、特定空家等の認定・法に基づく措置を行いながら対応を進めていく予定
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法に基づく空家等への対応フロー図（ 空家等の通報・相談 〜 特定空家等の行政代執行 の流れ ）

特定空家等候補の抽出 専門家と連携した判定の実施

専門家と連携した判定の実施

管理不全空家等の判定においては、
空家等の状況等を踏まえ、必要に
応じて専門家の協力を得ながら

管理不全空家等及び特定空家等の判断基準
※あくまで管理不全空家等・特定空家等に相当するか否かの判定のみを判断するもの

：今回協議会の議題

今
回
議
題
部
分



   海老名市空家等対策協議会条例 

 

 （設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「 

 法」という。）第８条第１項の規定に基づき海老名市空家等対策協議会（以下「協 

 議会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

 (１) 法第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関す 

   る事項 

 (２) 法第２条第２項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項 

 (３) 法第２条第２項に規定する特定空家等に対する措置の方針に関する事項 

 (４) その他市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 協議会は、市長のほか、９人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のう 

 ちから市長が委嘱する。 

 (１) 弁護士 

 (２) 建築士  

 (３) 学識経験者 

 (４) 前３号のほか市長が必要と認める者 

２ 協議会に会長及び副会長１人を置き、市長を除く委員の中から互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その 

 職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。 

２ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

参考資料１



 （会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す 

 るところによる。 

４ 会議は公開とする。ただし、議長が、協議に支障があると認めた場合はこの限り 

 でない。 

 （意見の聴取等） 

第６条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、 

 その意見又は説明を聴くことができる。 

 （秘密の保持） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、 

 同様とする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が 

 協議会に諮って定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日 

 から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第３条第１項の規定による協議会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の 

 施行の日前においても行うことができる。 

 （海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条 

 例第４０号）の一部を次のように改正する。 



  別表第２空き家等対策審議会委員の項中「空き家等対策審議会委員」を「空家等 

 対策協議会委員」に改める。 

 （海老名市空き家及び空き地の適正管理に関する条例の一部改正） 

４ 海老名市空き家及び空き地の適正管理に関する条例（平成２７年条例第１７号） 

 の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項中「第１１条に規定する海老名市空き家等対策審議会（第１１条第 

 １項を除き、以下「審議会」という。）」を「海老名市空家等対策協議会条例（令 

 和５年条例第 号）第１条に規定する海老名市空家等対策協議会（以下「協議会」 

 という。）」に改める。 

  第１０条第３項中「審議会」を「協議会」に改める。 

  第１１条から第１３条までを削り、第１４条を第１１条とし、第１５条を第１２ 

 条とし、第１６条を第１３条とする。 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



役　職 氏　名

【市長】

海老名市長

【弁護士】

神奈川県弁護士会

【建築士】

副会長 神奈川県建築士事務所協会

【学識経験者】

会長 東京工芸大学教授

【学識経験者】

神奈川県宅地建物取引業協会 県央東支部

【学識経験者】

神奈川県司法書士会

【学識経験者】

海老名市社会福祉協議会 会長

【市長が必要と認める者】

海老名警察署 署長

【市長が必要と認める者】

神奈川県厚木土木事務所 東部センター 所長

任期：令和５年７月１日～令和７年６月30日

7 前田
マエダ

　洋子
ヨウコ

8 今中
イマナカ

　隆洋
タカヒロ

9 池田
イケダ

　六大
ロクダイ

4 森田
モリタ

　芳朗
ヨシロウ

5 松本
マツモト

　善吾
ゼンゴ

6 鴨志田
カモシダ

　勝則
カツノリ

3 小池
コイケ

　正宏
マサヒロ

海老名市空家等対策協議会 名簿

1 内野
ウチノ

　優
マサル

2 児島
コジマ

　健介
ケンスケ
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管理不全空家等 及び 特定空家等の
判断基準

令和６年８月

海老名市

（概要版）

 当日配布
参考資料３
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基準策定の背景・目的

空家等対策の推進に関する特別措置法

第１章 背景・目的

第２章 空家等対策の推進に関する特別措置法

適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼしていることを鑑み、制定され

た法律です。

法では、空家等の所有者が、空家等の適切な管理につ

いて第一義的な責任があることを前提としながら、倒壊

等著しく保安上危険となるおそれのある状態等と認めら

れる「特定空家等」、そのまま放置すれば特定空家等と

なるおそれのある「管理不全空家等」を定義し、それら

に対する措置を規定しています。

法に定められている措置としては、助言・指導をはじ

めとし、それらを行っても適切な対応がなされない場合

には勧告、命令を行い、最終的には行政が代わりに措置

を行う行政代執行までが盛り込まれています。

全国的に空家等は増加の一途を辿っています。本市においてもその状況は同様であり、周辺へ悪影響を

与える空家等（空家等対策の推進に関する特別措置法における特定空家等や管理不全空家等）への対応が

求められる可能性は、必然的に高まってきています。

そのような状況の下で、本市における管理不全空家等及び特定空家等への「基本的な考え方」や「判断

方法」等を明確化し、適時適切な対応が可能となる体制整備を目的として本基準を策定するものです。

法的措置の流れ

空家等

建築物又はこれに付属する工作物であって、

居住その他の使用がなされていないことが

常態であるもの及びその敷地

（立木その他の土地に定着する物を含む

管理不全空家等

適切な管理が行われていないことにより、

そのまま放置すれば特定空家等に該当する

こととなるおそれのある状態と認められる

空家等

特定空家等

次の状態にあると認められる空家等

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 適切な管理が行われないことにより

著しく景観を損なっている状態

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために

放置することが不適切である状態
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第３章 管理不全空家等 及び 特定空家等の判断基準①

■ ①建築物の保安上の観点 と ②衛生・景観・生活環境の保全の観点 の２つの観点から判定します。

■ 周辺への影響度も加味しながら管理不全空家等・特定空家等に相当するか否かの判定を行います。

① 建築物の保安上の観点

-2-

（詳細は本編を参照）

避けるべき
事象

対象 判断内容 基礎点
Ａランク
（×0.0）

Ｂランク
（×0.5）

Ｃランク
（×1.0）

評点

建築物の
倒壊

建物

① 倒壊、落階 100 ①なし ― ①あり

基礎点
×
掛率

合計(Ａ)

② 傾斜 60 ②1/60未満
②1/60以上～
1/20以下

②1/20超

③ 屋根全体の変形 又は
外装材の剥落、脱落

30 ③なし ③軽度 ③重度

④ 構造部材の
破損、腐朽、蟻害、腐食

30 ④なし ④軽度 ④重度

⑤ 雨水侵入の痕跡 10 ⑤なし ⑤あり ―

門、塀、屋外階段
⑥ 傾斜 又は

構造部材の破損、腐朽
10※ ⑥なし ⑥部分的、軽度 ⑥過半、重度

部材等の
落下、飛散

軒、バルコニー等
の突出物

⑦ 脱落、傾斜
⑧ 支持部材の破損、腐朽

20
⑦なし
⑧なし

⑦なし
⑧部分的、軽度

⑦あり
⑧過半、重度

外装材、屋根ふき材、
看板、雨樋、給湯設備等

⑨ 剥落、脱落、破損
⑩ 支持部材の破損、腐朽

20
⑨なし
⑩なし

⑨なし
⑩部分的、軽度

⑨あり
⑩過半、重度

前面道路・
隣地との離隔

十分な離隔が
確保できている

※倒壊しても隣地への影響が
ないことが明らかな場合

十分な離隔が確保できていない

通学路・緊急輸送道路・
不特定多数が利用する施設等への隣接

隣接していない 隣接している

周辺への
影響度(Ｂ)

影響度①
Ｂ＝0.0

影響度②
Ｂ＝1.0

影響度③
Ｂ＝1.2

■ 対象物︓建築物

Ⅱ 周辺への影響度 Ⅲ 総合判定

Ⅰ不良度評点(Ａ)×Ⅱ周辺への影響度(Ｂ)＝総合評価

■100点以上：「特定空家等」に相当

■100点未満・40点以上：「管理不全空家等」に相当

避けるべき
事象

対象 判断内容 基礎点
Ａランク
（×0.0）

Ｂランク
（×0.5）

Ｃランク
（×1.0）

評点

擁壁の崩壊 擁壁

① 崩壊
② 土砂の流出

100
①なし
②なし、微量

①なし
②軽度

①あり
②重度 基礎点

×
掛率

合計(Ａ)

③ 部材の劣化、
水のしみ出し

60 ③なし ③部分的、軽度 ③過半、重度

④ 水抜き穴等の排水不良 10 ④なし ④軽度 ④重度

■ 対象物︓建築物以外の工作物

避けるべき
事象

対象 判断内容 基礎点
Ａランク
（×0.0）

Ｂランク
（×0.5）

Ｃランク
（×1.0）

評点

立木等の
倒壊

立木等

① 不自然な傾斜 100 ①なし
①あり
（根異常なし）

②あり
（地際亀裂あり） 基礎点

×
掛率

合計(Ａ)

② 幹の腐朽 100 ②なし
②あり
（土壌隙間なし）

②あり
（土壌隙間あり）

枝等の
落下・飛散

枝
③ 大枝の脱落
④ 大枝の折れ、腐朽

60
③なし
④なし

③なし
④あり

③あり
④上部であり

■ 対象物︓立木等

○前面道路・隣地との離隔

※敷地境界までの距離を離隔とする

敷地境界

対象物

離隔

※敷地境界から45度のライン上に対象物が
あるかで判断

対象物 隣地最短の離隔

45°

○離隔と対象物の高さの基本的な考え方

対象物ごとに総合判定を実施

Ⅰ 不良度

対象物 評点Ａ 影響度Ｂ
総合評価
Ａ×Ｂ

建築物
点 点 点

建築物以外
の工作物 点 点 点

立木等
点 点 点

※高さが60ｃｍを超える 補強コンクリートブロック造の塀 又は 組積造の塀 の場合、⑥の基礎点を30点とする



管理不全空家等 及び 特定空家等の判断基準
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管理不全空家等 及び 特定空家等の判断基準②

② 衛生・景観・生活環境の保全の観点

（詳細は本編を参照）
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第３章

観点
避けるべき

事象
項目 判断内容 Ａランク Ｂランク Ｃランク

衛
生

石綿の
飛散

①石綿
ア 吹付け石綿の露出
イ 石綿使用部材の破損

ア なし
イ なし

ア 周囲の外装材の破損
イ あり（飛散可能性が低い）

ア あり（飛散可能性が高い）

イ あり（飛散可能性が高い）

健康被害
の誘発

②汚水等
ア 排水設備等からの汚水等の流出
イ 排水設備等の破損

ア なし
イ なし

ア なし
イ 部分的、軽度

ア あり
イ 過半、重度

③害虫等
ア 多数の蚊、ねずみ等の発生
イ 多量の腐敗したごみ

ア なし
イ なし

ア なし
イ 部分的、軽度

ア あり
イ 過半、重度

④動物等
ア 著しい動物の糞尿等
イ 常態的な動物の棲みつき

ア なし
イ なし

ア なし
イ あり

ア あり
イ あり（アのおそれあり）

景
観

景観の
悪化

⑤外装材、
屋根ふき材、
看板等

ア 色褪せ、破損、汚損 ア なし ア 部分的、軽度 ア 過半、重度

⑥ごみ ア 散乱、山積 ア なし ア 部分的、軽度 ア 過半、重度

生
活
環
境
の
保
全

悪臭の発生

⑦汚水
ア 排水設備等の汚水等による悪臭
イ 排水設備等の破損

ア なし
イ なし

ア なし
イ 部分的、軽度

ア あり
イ 過半、重度

⑧動物の糞尿
ごみ等

ア 動物の糞尿、腐敗ごみの悪臭
イ 動物の糞尿、腐敗ごみの放置

ア なし
イ なし

ア なし
イ 部分的、軽度

ア あり
イ 過半、重度

不法侵入
の発生

⑨不法侵入
ア 不法侵入の形跡
イ 開口部等の破損

ア なし
イ なし

ア なし
イ 部分的、軽度

ア あり
イ 過半、重度

通行障害の
発生、
建築物等の
破損

⑩積雪、落雪、
屋根等

ア 頻繁な落雪の形跡
イ 屋根等の堆雪、雪庇
ウ 屋根の雪止めの破損等

ア なし
イ なし
ウ なし

ア －
イ 雪下ろし確認できず
ウ 部分的、軽度

ア あり
イ 著しい量
ウ 過半、重度

⑪立木等 ア 枝等のはみ出し ア なし ア 部分的、軽度 ア 過半、重度（通行障害、

建築物破損の可能性あり）

騒音、
侵入の発生

⑫動物等 ア 常態的な動物の棲みつき ア なし ア あり ア あり（著しい頻度・

音量の鳴き声、侵入確認）

Ⅰ 不良度

Ⅱ 周辺への影響度、特定空家等・管理不全空家等相当とする際の項目数

空家等の種別
住宅等への隣接

隣接していない 隣接している

特定空家等 Ｃランク：７項目以上該当 Ｃランク：５項目以上該当

管理不全空家等 Ｃランク・Ｂランク：合計で５項目以上該当

○住宅等への隣接

※空地や農地など人が通常いない敷地のみに
面している場合は「隣接していない」と判定

空家等

山林

道路

空家等

道路

農地空地

住宅

※道路の対面にしか住宅等がない場合
「隣接していない」と判定

空家等

農地

空地 道路

住宅

※一面でも住宅等に面していれば
「隣接している」と判定

項目ごとの状態に応じてランク付けを実施。ランク付けは表中の「項目」ごとに行うこととし、①～⑫の全１２項目の評価を行う。

観点 Ａランク Ｂランク Ｃランク

衛生 項目 項目 項目

景観 項目 項目 項目

生活環境の保全
項目 項目 項目

合計 項目 項目 項目


